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令和６年１０月１７日 

                        生活支援部医療保険課 

 

       江東区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の理由 

  国民健康保険法等の改正に基づき、条例の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

（1） 第６条（療養の給付の範囲） 

特別の事情がないにもかかわらず、１年以上保険料を滞納している世帯 

主に交付している資格証明書の廃止に伴い、国民健康保険法第５４条の３

に規定されている滞納者に対する療養の給付の支給に係る対応が変更され

たため改正する。 

（2） 第９条の２～第９条の６（入院時食事療養費等） 

  特別の事情がないにもかかわらず、１年以上保険料を滞納している世帯

主に交付している資格証明書の廃止に伴い、国民健康保険法第５４条の３

に規定されている滞納者に対する入院時食事療養費等の支給に係る対応が

変更されたため関連条項について改正する。 

（3） 第２４条（徴収猶予） 

急患等として保険医療機関等を受診した場合において、資力の活用が可 

   能となるまでの期間として１年、保険料の徴収猶予をすることができる文

言を追加する。 

(4) 第２８条（過料） 

番号法等一部改正法により、令和６年１２月２日から被保険者証が廃止 

されることに伴い、被保険者証の返還に応じないものに対する過料の規定

を改正する。 
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 ３ 新旧対照表 

     ３～４頁のとおり 

 

４  施行期日 

   令和６年１２月２日 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



江東区国民健康保険条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第５条 （略） 第１条～第５条 （略） 

（療養の給付の範囲） （療養の給付の範囲） 

第６条 療養の給付の範囲は、法第３６条第１

項に定めるところによる。 

第６条 療養の給付の範囲は、法第３６条第１

項及び第５４条の３第４項に定めるところに

よる。 

第７条～第９条 （略） 第７条～第９条 （略） 

（入院時食事療養費） （入院時食事療養費） 

第９条の２ 入院時食事療養費の支給は、法第

５２条に定めるところによる。 

第９条の２ 入院時食事療養費の支給は、法第

５２条及び第５４条の３第４項に定めるとこ

ろによる。 

（入院時生活療養費） （入院時生活療養費） 

第９条の３ 入院時生活療養費の支給は、法第

５２条の２に定めるところによる。 

第９条の３ 入院時生活療養費の支給は、法第

５２条の２及び第５４条の３第４項に定める

ところによる。 

（保険外併用療養費） （保険外併用療養費） 

第９条の４ 保険外併用療養費の支給は、法第

５３条に定めるところによる。 

第９条の４ 保険外併用療養費の支給は、法第

５３条及び第５４条の３第４項に定めるとこ

ろによる。 

（療養費） （療養費） 

第９条の５ 療養費の支給は、法第５４条及び

第５４条の３第３項から第５項までの規定に

定めるところによる。 

第９条の５ 療養費の支給は、法第５４条並び

に第５４条の３第４項及び第７項から第９項

までの規定に定めるところによる。 

（訪問看護療養費） （訪問看護療養費） 

第９条の６ 訪問看護療養費の支給は、法第５

４条の２に定めるところによる。 

第９条の６ 訪問看護療養費の支給は、法第５

４条の２及び第５４条の３第４項に定めると

ころによる。 

第９条の７～第２３条 （略） 第９条の７～第２３条 （略） 

（徴収猶予） （徴収猶予） 

第２４条 区長は保険料の納付義務者が次の各

号のいずれかに該当することによりその納付

すべき保険料の全部又は一部を一時に納付す

ることができないと認める場合においては、

その申請によつて、その納付することができ

ないと認められる金額を限度として、６箇月

以内の期間に限つて徴収猶予することができ

第２４条 区長は、保険料の納付義務者が次の

各号のいずれかに該当することによりその納

付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付

することができないと認める場合において

は、その申請によって、その納付することが

できないと認められる金額を限度として、６

月（急患等として保険医療機関等を受診した

３ 



る。 被保険者に係る保険料の納付については、当

該被保険者の資力の活用が可能となるまでの

期間として１年）以内の期間を限って徴収猶

予することができる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

第２５条～第２７条 （略） 第２５条～第２７条 （略） 

（過料） （過料） 

第２８条 区長は、法第９条第１項若しくは第

９項の規定による届出をせず、若しくは虚偽

の届出をし、又は同条第３項若しくは第４項

の規定により被保険者証の返還を求められて

これに応じない者に対し、１０万円以下の過

料を科する。 

第２８条 区長は、法第９条第１項若しくは第

５項の規定による届出をせず、又は虚偽の届

出をした者に対し、１０万円以下の過料を科

する。 

第２９条～第３１条 （略） 第２９条～第３１条 （略） 

 附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和６年１２月２日から施行

する。 

 （経過措置） 

 ２ この条例による改正後の第２４条の規定

は、令和６年度分の保険料のうち令和６年１

２月以後の期間に係るもの及び令和７年度以

後の年度分の保険料について適用し、令和６

年度分の保険料のうち令和６年１１月以前の

期間に係るもの及び令和５年度以前の年度分

の保険料については、なお従前の例による。 

 ３ この条例の施行の日前にした行為及び行政

手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律等の一部を改正する

法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及

び経過措置に関する政令（令和６年政令第２

６０号）第９条の規定によりなお従前の例に

よることとされる場合におけるこの条例の施

行の日以後にした行為に対する罰則の適用に

ついては、なお従前の例による。 
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